
体育・スポー ツ衛生制度の

構築に向けて

4章

1 ~ 3章まで「体育・ スポ ー ツ衛生」の現状について紹介し

てきたが本章では どのようにして運動する人々の病気 ・ 傷

害・障害を減らしていくのかを休育指導者の立場で語らなけれ

ばならない 我々が目指すのはスポ ー ツ傷害・障害の撲滅であ

る． これを実現する方法は一つとは限らない． 多くのアイデア

を募って試行錯誤を繰り返したとしても， いつかぱ必ず実施に

移して日標の「スポ ー ツ災害・障害の撲滅」を勝ち得ていきた

い． 現在の我々の能力では及ばな い ところが多いと思われる

が取り組みの骨格に当たる対象担い手と実施組織の概要に

ついて述べる

体育・スポー ツ衛生を制度に育てる
J
 

休育・スポ ー ツ衛生制度の対象は ， 競技の種目やレベルを間

わず学校で1本育の授業課外活動や体育行事に出席する児

窟•生徒学校外のスポ ー ツ施設やスポ ー ツ ・ クラブに出かけ

て活動するすべての人々， そして単発的なスポ ー ツ企画に参加

してくる人々など運動するすべての人々である 乳幼児を対象
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とするヘビ ー ・ ス イミングがあり． 老健施設でゲ ー ムや連動を

取り人れる活動が活発に行われているようになって ． 従来と比

べてさらに幅広い国民に1本育・ ス ポ ー ツ活動が浸透し始めてい

ることか背景にある

スポ ー ツが一 握りの人々に占布されていた時代には考えも及

ばなかった高齢者のスポ ー ツ障轡が如実に示すように(l -4) ， 

その指導の場やその進め方は多椋な分化を遂げている． ス ポ ー

ツ障害の発生する割合が ． 述動のプログラムや環境によって変

わることは本論の中で幾度となく触れてきたが． スポ ー ツの主

休であるヒトがもっている障害への感受'|生に輻があるという当

然すぎる前提を受け入れるに十分な資料を私たちはもっていな

い． つ まり． 私たちはまだ「 ス ポ ー ツは体力に恵まれた芳者の

ものである」という1.1音黙の了鮒に束純されて ， 最近のスポ ー ツ

事情を十分に理i騨し切れておらず， 変貌を続ける現状を理解す

る術を欠いていると思われる

例えば 感染症を掌握するためには． 厚生労働省には「感染

症サ ー ベイランス」事業が置かれている． この事業では全国に

拠 、1点病院を置いて． そこを受診して診断された感染症を中央に

報告する仕組みであり， 全国の感染者数の拙計値を鉗週公表し

ている ． 体育・ ス ポ ー ツの指導者が ， 自らの競技者や生徒をス

ポ ー ツ障害から守るために必要となるデ ータかどのような姿形

で提供されるべきかを考えることには意味があるはずである

ちなみに私は， スポ ー ツをする子どもたちに広く見られるオス

グッド病の年間発症者数を知りたいと息っている． 日本ス ポ ー

ツ振興センタ ー から出ている「学校管理下の災害·ー 21 一悲本
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統計ー」には． 骨折などとともに「骨の偽害」の区分に人れら

れていて． オスグッド病単独の経年動向を追うことができな

い スポ ー ツ安全協会が扱っているスポ ー ツ安全保除の実績報

告でも同様である． これらの災害給付や安全保険のねらいが．

我々のねらいと異なっている以上． これらの制度に関わる資料

から何かを得ようとすることに1肌埋があるのかもしれない．

「運動悩の 1 0年」2000-2010という取り組みが行われ， その

学校保健委員会（委員長：武藤芳！！せ東京大学大学院教授）では ，

学校検診に連動料の検診を取り入れようという試みを始めよう

としている（朝日新1111, 2007. 10. 9)． 学校保健制度は， 幼稚園

児（保育園児を含む）から大学生（大学院生を含む）とこれら

の教育組織で働く人々を対象とする健康維持管理制度である．

この委員会の提案は 発育期にある子どもたちのすべてを網羅

できる点で優れたアイデアである ． しかし ， これによって得ら

れるデー タはすべての児童•生徒に占める発症割合であり， ス

ポ ー ツ実施の有無を勘案し， スポ ー ツ活動時間当たりの発症率

を褐ることはできない また， スポ ー ツ以外の原因で発症した

ケ ー スまでカウントされる可能性があり， 当然ながら成人の大

多数は含まれていない ．

体育・スポ ー ツ指導者の衛生学では， スポ ー ツ障害などのス

ポ ー ツマンの傷害と障害の予防に役立つデー タを手に入れ， そ

れを自らの指導に取り入れた結果が， 競技成績や子どもたちの

発育•発達や健康に反映されることを目指している ． 指導者が

見過ごしてしまった何がスポ ー ツをする子どもたちのリス ク

を高めるのかをキチンと示し ， そのための対策が立てられるよ
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うなデー タ収集が行われなければならなし‘ ． このためのガイド

ラインはすでに世に出ており(Caine et al., 1996)， 我々はこれ

をこの国に適応させなから育てていけばよいと思っている

体育・スポー ツ衛生制度を担う人材

大阪大学で公衆衛生の実践に一生を捧げられた故丸山I専教授

は ヒ素で汚染された粉ミルクによって多くの乳幼児が傷つい

た集団ヒ素中毒事件をその発生から 1 4年日にして発掘し， こ

の被害者を支援する活動に保健婦（現在の保健師）とともに従

事した（中島， 2005)． 保健所に正規職員として配罹されてい
たほんの一 据りの現役の保健師たちが， 訪l闊介設を通じて病児

を抱えた家庭を支援していかなければ， あ の悲劇はさらにJ曽幅

されていくに違いないと考えての活動であ った

翻って， 明治以来の高等教育によって保健休育教師が育成さ

れ続けて 現時点で教育の任にあ る体育指導者は 1 0万人を上

回っている（文部科学省， 平成 16年度学校教員統計調査） ． さ

らに， 体育やこれに関連する大学学部の入学定員は， 低く見積

もっても6,000人を超えており（平成 1 9年度文部科学省学校

基本調査） ， 彼らが保健体育教育， スポ ー ツや健康運動指導の

最前線で活躍する人材の予備軍として育っている 彼らの多く

は股かなスポ ー ツ経歴と人間に関する股富な灰I]識を得て ， 指導

者としての意欲にも恵まれている そして何にもまして， 彼ら

のほぽ全員がスポ ー ツ傷害・障害の経験者であり， その苦しさ



4-2 体育 ・ スポ ー ツ衛牛翡り度をit！う人材 125 

について身をもって体験している．

丸山は ， 前人未踏の大規模なヒ素ミルク集団中毒に立ち向か

い， 我々はスポ ー ツ傷害・障寅という既知の誰でも知lっている，

ごくありふれた病気に挑むに過ぎない しかし見方を代えれ

ば， スポ ー ツ偽害・障害の撲滅はジュニア期から現役引退に至

る「 累積発症率がはほ 100% 」という公衆衛生や労働衛生の分

野でも対応したことのない未踏峰への挑戦である． 未踏峰を踏

破してスポ ー ツ傷害・障害を駆逐したその先には， 指導者ぱ常

に予定通りの競技成果を見込むことができるようになる ． 高名

なスポ ー ツ指導者の口から洩れた「 選手の休には ， いつだって

裏切られてきた」という言業が象徴するように 突然襲ってく

るスポ ー ツ傷害 ・ 障害を防止することができれば， 選手がコ ー

チたちに予想通りの成果をもたらす確率が飛躍的に増大するは

ずである． 次いで， スポ ー ツ整形外科が不要な診療科の一 つと

なって， 整形外科本来の患者に資源が投入されて， 国民の健康

幅祉の向上に資することが見込 まれる ． この意味で， スポ ー ツ

傷害・障害を減らす取り組みが， 整形外科医と体育・スポ ー ツ

指導者の利益を互いに背反させているわけではない．

新制大学発足とともに体育学部の中に， スポ ー ツ医学領域が

設けられ ， 整形外科医を招いて休育学部生の教育が始 まり ， 以

来 60 年の間にスポ ー ツ傷害・障害を熟知し， 症状を軽減する

技術を身に付けた多くの優れた指導者が育った． しかし ， 彼ら

が進んだ方向は， 自身が指導する限られた範囲の選手やトレ ー

ナ ー と呼ばれる個人競技者のサポ ー トであり， 国民全体のス

ポ ー ツ傷害・ 障害予防への歩みは滞った ま まである．
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スポ ー ツ1蒻害・ 1旅雪との戦いが集団ヒ索巾毒事件と異なる点

は ， この分野では）jll害者が誰であるのか ， 呆たして）Jl]古者がい
るのかどうかすら現時，点ではII愛l床だという、1ばである ． 仮に ． 1本

育・スポ ー ツ指導者がスポ ー ツ ・障害の）JIl害者であるとす

るならば， スポ ー ツ偽害・障害の被宵に対する補償を考えなが

ら指導をすることを義務付けられ， 指導による成呆を子どもた

ちや選手たちと分かち合うことができにくい利害対立の関係と

考えなければならない 実際にはそういうことは起こりにく

く ， 圧いの成呆を指導者と選手の間で依存し合う「共依存」の

関係にあるのではないかと息っている． 人1札JI関係論の正確な分

析や解説は ， 専門家に判断していただくとして ， 共依存であれ

ば破綻する可能性を秘めており， その一つの現れ方がスポ ー ツ

傷害・障害という可能性がないわけではない． またまった＜逆

に共依存の場合であれば 指導者には指導の現場で被害者をili

さないように庇護する役割を担わせることが容易となるかもし

れない

丸山は養護教諭や保健師とともにヒ素中毒に苦しむ子どもた

ちに1fijき合い， 被害者の家族を支える活動を展開しだ 水俣病

では ， 崩壊していく被害者家族の暮らしを支援する活動につい

ての記録は見ていない 水俣病が歴史的な大災害でありなが

ら， 被害者の生活支援に関して集団ヒ素中毒事件と対比をなし

ていると感じられるのは， 丸山の目に映った患者家］氏の］4年

間に及ぶ貧困のすさまじさを見抜く眼力があったからではない

だろうか1本育・スポ ー ツ指導者として， 競技者や生徒たちの

真の苦しみがスポ ー ツ傷害・障害であると見抜くことが， 丸山

1t兄与
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の1恨力に通じると信じたい． そして ， 休育・スポ ー ツ指尊者自

身の活動によって 競技者や生徒たちをスポ ー ツ傷害・障害か

ら解放して差し上げたいものである．

体育・スポー ツ衛生制度を担う組織

スポ ー ツ傷害・障害が減ることによって利益を得る可能性の

ある組織や制度のすべてがこの取り組みに関心をもっていた
だけるであろう ． スポ ー ツを推進している文部科学省と健康連

動を広めようとしている厚生労働省は， この中核たるぺき行政

糾織である． 文部科学省は明治以来， スポ ー ツ傷害・障害の撲

滅に向かう具体的な働きかけをしていない これは一 人行政の

佃lが怠慢であったということではなく ， 行政に働きかけるべき

我々の行動がなかったことも紛れのない事実である ． しかし，

ここから先は行政の責任で制度を作って実施していただきた
し‘•

独立法人El 本 スポ ー ツ振興セン ター と財団法人スポ ー ツ安全

協会は ， 共ー済や災害保険制度を通じてスポ ー ツ傷害・障害被災

者を救済する事業を展憐lしている． これらのデー タはすでに電

子化されているにもかかわらず個人情報を盾に ，
一 般国民の閲

覧を拒み続けている． これらは国民の健康に資する貴重な資源

であり， スポ ー ツ傷害 ・ 障害の撲滅が互いに利益を得るという

共通の日標をもつ我々とのI:ii]で情報を共有し， 解析の結果をス
ポ ー ツ指導の現場にフィ ー ドバックしていかなければならな
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い このための経費 は ， 共済金や災害保除金の請 求書式の変 更

と ， コ ン ピ ュ ー タ の記憶容景の砿張に変 する経費程度 と考え ら

れる． 請 求 書 式の変 更 と は ， 障害に至った原因スポ ー ツ種目

名 ， 練 習 頻度 ， 被災者のスキ ルレベ ル ， 活動単位 と その規模 （人

員数） な どを追加 する という箇 単なものになる は ず である． 健

康運動指導士の養成を行っている財団‘法人 日 本健康づ く り事業

団 は ， その活動にスポ ー ツ ・ 障害対策を糾み 込んでいない

こ の活動を通 じて発生するスポ ー ツ傷害 ・ 障害／災害への給付

は スポ ー ツ安全保険給付制度を活）llしている ．

熱 中 症やプ ー ル での死 亡な どのスポ ー ツ災害の原囚 究 Iリ］ は ，

（検）察や裁判所のような我々 の力耀が及ばない と ころで行

われている． こうした対応に は 汎用 性が乏しいにもかかわら

ず， これに対して メ スを入れよう と いう試みもない． 航空機や

鉄道な どの事故原因追及のために国土交通省は ， 航空鉄道事故

調査委員会 と いう組織を作って， 警察や裁判 所 とのIli]の権 限の

分掌を取り決めた このiliIJ度によって ， 事故の再発防止に関連

する事故情報についてば この委員会が優先的に調査・分析す

るこ とができる． この最大の特徴 は「無過失責任制」を と って

いる点である ． これは パ イ ロ ッ ト や運転士に過失への賠償責任

を負わせない代わり と して ， 事故の内容のすべてを提供して再

発防止を目指そう と いう制度である． この導入によって事故調

査に科学的な手法が導入される契機 と なり， 材料強度不足な ど

の単純な事故原因ばかりでな く ， 人間の過失を誘発するさ ま ざ

ま な事象が明らかになって事故予 防 は 飛躍的に進んだ 最近 で

は ， 医療事故やスポ ー ツ事故に対してもこの制度を取り入れよ

i鉗牢
ク） 9コ

警
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うとする動きかあ る これを実現するために必要になる調杏組

織の立ち上げや調壺員の人材養成と人員確保など， クリアしな

け ればならない1.lil 題は多いが， 我々にできる支援は積極 的 に

行っていきたいと考えている．

消 費材としてのスポ ー ツ）廿 1晶の安全性については， 間題が発

生するた びに原囚追及と改修方法の提案が行われてきた ． 金属

バッ ト の打撃音による審判員とキ ャ ッチ ャ ー の難聴が発生した

際には， この制度は瞬時に鮮やかにこれを1り芹決してみせたこと

が記憶に残っている． さらに現在では製 造物責任制度によっ

て ， 製造販売事業者が安全性について担保しなければならない

範 囲 は大幅に拡大した． 公園の遊 具， 駅やデパ ー ト のエスカ

レ ー ター ， ビルの回 転 ドアなどの施設や機材の安全についても

同 じ考えが尊入され， イ本育 ・ スポ ー ツ施設にも波及してきてい

る． 2-2 「 プ ー ル」で人間 工学の例をあげて説明したが安全

工学という収り組みもある ． 私たちの体が安全に耐えられる衝

撃の大きさには 必ず限界がある ． 衝撃とは一 般に外部から作

川 して人イ本を破壊する力と考えられがち であるが ス ポ ー ツの

場面では， ボ ー ルを投げたり， 蹴ったりするときのように自ら

が発する衝撃 エ ネ ルギ ー によって自らを破壊していく． ス ポ ー

ツには尋常なら ざる世界が内在しているので ス ポ ー ツ安全工

学という特異な領域をもつべきかもしれない． こうした領域の

一部にスポ ー ツ事故や災害のデー タを蓄積して ， いつでも検索

することができるデー タ ベー スを構築し， 製 品の開発や改修に

際して参照できるようなサ ー ビスを提供していきたい．

事故の結果発生するスポ ー ツ 傷害の原因 を探っていくと ， 選
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手同上の激しい コ ン タク ト やi「でぬれた床で滑 っ て転 例 するな

どの 「 ）原 囚 」がつかめて く る ． しか し こ れら は 必 ずし も

の原因」と 1析定できるわけでは ない けがをするほどの激しす

ぎる コ ン タク ト を制 限するル ー ル の未整伽や審判の未熟さに真

の原囚を求める方が妥 当 な場合があ り， 少し ぐらいの汗で は 滑

らない床を提供する こ とがあれば 車云倒 は起こ っ ていない は ず

であ る ． 交通事故死者数が こ こ 数年の間に 10, 000人から 6, 000

人台へと大幅に減少している背景に は ， 飲洒連転の削 則 強化と

公務員や従業員に対する退職処分に見られるような 社会的 訓 裁

のり棗化がある． こ うした制度化の背景には 整価された交通事故

統計があり， 警察庁 は 満を持して新制度 （改正道路交通法） を

但に送り出して こ の目覚ましい成呆を上げた． スポ ー ツ偽害の

統計があれば 何に優先的に働きかけをしなければならないか

が見え ． 人を説得できるア ク シ ョ ン プラ ン を容易に作る こ とが

できる．

スポ ー ツ障害に対しては 強度の島い動作の持続時 間をいか

に制約していくか ， 特に発育期の子ど も たちを長時 間 の激しい

連動から守っていくかが課題 であ る． 現場のスポ ー ツ指導者

は ， 練習 をさせて早く芽を出させてやりたい誘惑と体の充実と

スポ ー ツヘの意欲を保ちながら大き な成呆を目指したい誘惑と

の間に立たされる． 多くの指導者は前者を選び ， その結呆とし

て大学入学後までスポ ー ツができる選ばれたサ バイバ ー たちの

「累梢スポ ー ツ障害発生率 100% 」が生じている ．

スポ ー ツ衛生学を学んでいただいた読者の皆さんには ， 子ど

もたちの資質を勘案した賢 明 な選択を期待し． 我々の立場から

「貞
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も安全なスポ ー ツ指樽プログラムが提供できるような働きかけ

を進めたいものである．
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